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シンガポールの出入国制限 

新型コロナウイルス（COVID-19）のシンガポールへの移入の高まる危険性の観点か

ら、シンガポール政府はシンガポールへ渡航する全ての旅行者に対する措置を講じ

た。 

全ての（限定された労働許可証保持者を除く）短期渡航者の入国、またはシンガポー

ル経由の乗り換え禁止 

2020年 3月 23日の 23時 59分以降、シンガポール政府は、（世界中のいかなる

国々からの）全ての短期渡航者のシンガポールへの入国及びシンガポール経由の乗

り換えを禁止する。人材省は、ヘルスケアや輸送などの必要不可欠なサービスに従事

する労働許可証の保持者とその帯同家族にのみ、出入国を認める。ただし、シンガポ

ールへの出発前に人材省の承認を取得していることが条件となる。一方、シンガポー

ルの労働許可を持つマレーシア人については、シンガポールでの適切な宿泊施設の

手配がある限りにおいては、シンガポールとマレーシア特別就労委員会による合意に

基づき、この期間中も引き続きシンガポールで就労することができる。 

全ての旅行者に対する 14日間の在宅命令 

シンガポールに帰国する全てのシンガポール人、永住権保持者、長期滞在ビザ保持

者については、14日間の在宅命令（Stay-Home Notice: SHN）が発行される。SHN

対象者は、この期間常時自宅に滞在の上、健康状態を観察し、熱または咳、息切れ等

のいかなる急性呼吸器疾患の症状がある場合には、至急医師の診察を受ける必要が

ある。SHN対象者は、14日間の滞在場所を裏付ける証明書を提出しなければならな

い。 

シンガポールの Covid-19に関する国境規制措置についての概要は、下記の通り: 

旅行歴（国・地域） シンガポール住民及び長期滞在ビ

ザ保持者 

短期渡航者 

湖北省 

(中国本土) 

14日間の隔離 

 

入国及び乗り換え

禁止 

他の全ての国々・地域 14日間の在宅滞在（SHN） 

シンガポール政府は、人々の健康を危険にさらさないよう、引き続き SHNの順守を確

実とするための監視及び執行措置を実行する。入国管理庁（Immigration & 

Checkpoints Authority: ICA）は 14日間の SHN対象となるシンガポール国民、永住

権保持者、長期滞在ビザ保持者に対し、上記の国・地域から帰国した日から強制的な

確認を行う。感染者は、電話、WhatsAppまたは SMSを含む複数のプラットフォーム

を通じて連絡を受ける。 
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雇用主と従業員は、従業員が SHN対象期間中、確実に責任ある行動を取るよう連帯

責任を負う。人材省は、引き続き SHN要件の順守を怠った雇用主や従業員に対し

て、労働許可証の剥奪や労働許可証の特権の一時停止を含む執行措置を行う。 

人材省の入国承認及び在宅命令 

全ての雇用主は、外国人従業員のシンガポールへの入国延期を強く要請されている。

2020年 3月 20日、23時 59分以降、人材省は全ての新規及び既存の労働許可証

保持者（帯同家族も含む）に対し、いかなる国からのシンガポールへの入国には、出発

前に人材省の承認を取得するよう要請している。本入国承認要件は下記に適用され

る： 

a. 現在シンガポール国外に滞在する労働許可証保持者; そして 

b. シンガポールにまだ入国していない労働許可証の原則承認(In-Principle 

Approval) を受けた者 

シンガポール到着後、影響を受ける全ての労働許可証保持者は強制的に 14日

間の自宅滞在となる。入国承認の申請の際、雇用主は自宅滞在の期間、入国す

る従業員を収容する適切な場所の手配について人材省に報告する責任がある。

雇用主は、外国人従業員の入国について追加責任を確実に満たす必要がある。

外国人従業員に、同意書（LOC）を含む、労働許可証を持たない帯同家族がいる

場合、従業員は帯同家族への責任も満たす必要がある。 

雇用主は、オンラインを利用し、承認申請する。また、入国承認算定を利用し、承認申

請の提出時期を計画することができる。雇用主は、影響を受ける従業員（帯同家族を

含む）に対し、人材省からの承認取得まで、シンガポールへの渡航は控えるよう通知

すべきである。雇用主は、チェックイン時に航空会社のスタッフに提示し、シンガポール

到着時にシンガポール出入国管理庁のチェックポイントで必要となる人材省の承認書

を従業員に送付する必要がある。 

 

新規または既存のビザ 承認申請者 SHNの監視責任者 

LOC保持者を含む、労働

許可証保持者 

雇用主 雇用主と労働許可証保持

者 

 

就労しない帯同家族ビザま

たは長期滞在ビザ保持者  

つまり、LOCを含む労働許

可証が発行されていないも

の 

 

ローカルスポンサー 

つまり、EPまたは Sパ

ス保持者の雇用主 

 

EP/Sパス保持者 

及び帯同家族ビザ・長期

滞在ビザ保持者 

 

 

https://www.mom.gov.sg/covid-19/additional-responsibilities#employers-responsibilities
https://www.mom.gov.sg/covid-19/additional-responsibilities#work-pass-holders-responsibilities-towards-their-dependants-who-are-not-employedhttps://www.mom.gov.sg/covid-19/additional-responsibilities
https://form.gov.sg/#!/5e3cbabee41f590012014e91
https://service2.mom.gov.sg/shn/when-to-apply


 

 

シンガポールの出入国制限   2020年 3月 

 

人材省は、上記の要件順守を怠った雇用主や従業員に対する、労働許可証の剥奪や

労働許可証特権の一時停止を含む強制執行措置を取ることを躊躇しない。2020年 3

月 21日に、人材省は入国承認及び SHN要件を違反した 89名の労働許可証保持者

のビザを失効した。これらの労働者は永久的にシンガポールでの就労を禁止された。

また人材省は雇用主に対し、雇用主として従業員の SHN要件順守を確実にする責任

を果たさなかったとして、労働許可証の雇用主特権を 1年から 3年の期間一時停止し

た。シンガポール政府は、SHNの対象者が SHNの要件を順守するよう、SHNの手

続を厳しく執行する。 

シンガポールにおけるビザ及び滞在延長の発行 

中国大陸（PRC）及びイランのパスポート保持者への新規と以前発行したビザの一時

停止。中国大陸のパスポート保持者のビザなし乗り換え手段も一時停止。 

上記の政策によって影響を受けた、そして酌量すべき理由によりシンガポール訪問が

必要な渡航問者は、フォーム 14（Part Vはオプション）を完成の上、下記の書類と共に

ICAのリンクに提出することができる: 

 パスポートのバイオデータページの写し 

 その他のサポート書類 

既にシンガポール居る訪問者はこの政策による影響は受けない。シンガポール滞在を

延長する必要がある場合には、オンライン申請することができる。 

症状のある旅行者のための予防的検査 

シンガポールに入国しようとしており、熱そして/またはその他の呼吸器疾患の症状が

ある旅行者は、旅行歴に関係なくチェックポイントにおいて Covid-19綿棒検査が義務

付けられる。これらの旅行者には、14日間の SHNが発行され、例え綿棒検査結果が

陰性であっても 14日間の要件を完全に満たさなければならない。臨床的に疑いのあ

る者は、更なる検査のため病院に搬送される。 

検査を拒むシンガポールの永住権者及び長期滞在ビザ保持者は入国手段および労

働許可証の特権を剥奪されるか、有効期限を短縮される可能性がある。検査を拒むま

たは検査後に連絡の取れないシンガポール国民を含む全ての旅行者は、罰則を科さ

れ、感染症法に基づき起訴される可能性もある。 

健康状態についての申告書 - シンガポール到着カードの Eサービス 2020年 3月 27

日午前 9時以降、シンガポールに到着する、シンガポール人、永住権保持者、長期滞

在ビザ保持者を含む全ての旅行者は入国手続きの前に健康申告書を提出しなければ

ならない。健康申告書は、SGAC E-Serviceのリンクから提出する必要がある。2020

年 3月 27日迄に健康申告書は SGAC Eサービスの一部として利用できるようにな

る。よって、2020年 3月 27日午前 9時以降にシンガポールに到着する者は、到着前

に完了できる。 

この新たな入国要件は、Covid-19のシンガポールへの移入のリスクを軽減するため

の追加予防対策であり、世界の Covid-19状況に基づき、更なる見直しが検討される

https://www.ica.gov.sg/docs/default-source/ica/forms/form14.pdf
mailto:ICA_nCoV_request@ica.gov.sg
https://www.ica.gov.sg/esvclandingpage/extend
https://icaeservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard
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ことになる。健康申請書を提出する全ての住民、長期滞在ビザ保持者は、SGAC Eサ

ービス上で、「住民（Residents）」を選択する必要がある。その後、健康や最近の旅行

歴、個人情報、連絡先を記入するよう指示される。 

全ての旅行者は、シンガポール到着 3日前から健康申告書を提出することができる。

ただし、到着前に健康状態や旅行歴に変更があった場合は、再提出する必要がある。

誤った申告をした者は、感染症法に基づき起訴される可能性がある。 

シンガポール入国前に電子健康申告書を提出しなかった旅行者は、チェックポイントで

行う必要があり、これは入国手続きの遅れに繋がり得る。携帯電話のアプリは、アップ

ルのアップストアまたは、グーグルプレイから無料でダウンロードできる。  

紙の出入国カードの廃止 

2020年 3月 27日午前 9時から ICAは紙の出入国カードも廃止する。よって、今後

短期渡航者は、SGAC Eサービスから到着、出発情報を入力する必要がある。 
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